
鄭
玄
の
祭
天
思
想
に
就
い
て

に
於
け
る

序

も
の
の
、
他

は
こ
れ
ら
も
締
と

士

、

こ

し

に
統
括
さ
れ
る
、

で
あ
る
、

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、は

、
こ

し
て
も
、

i73 

青島

j問

と
し
て
の
締
に

ら
で
あ
る
。

し
ま
う
。

こ
由

F
つ
£
、
通

、V
イ
;
+
J
P
J
J
L
カ

る

( 25 ) 

の
中
心
儀
礼
た
る
関
丘
町
天
と
郊

れ
て
い
る
か
ら
で
あ

の
で
、

六
天
説

さ
て
、
こ

は

と

い

う

。

ま

た

、

こ

と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
蹄
と
総
称
さ
れ
る

十
A
h

、

の
う
ち
の
何
を
対
象

の
祭
天
儀
礼
も
そ
G

い
て
、



に
す
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
鄭
玄
が
唱
え

ら
概
述
し
よ
う
。

併
せ
て

そ
れ
ぞ
れ
あ
る

(}) 

「
春
宮
!
一
大
他
の
つ
臭
天
上
帝
」
を
、

し
て
解
す
る
が
、

をあて宕鄭
彼る分〉玄
の G 解は

けす
れる
ど。
も こ
、の

そ
の
下
属
神
と
し
て

た

の

、

( 26 ) 

と

II 

圏
丘
詑
天

"::> 



こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

制
御
文
は

締
と

の
そ
れ
ぞ
れ
を
闘
丘
の
姉
・
方

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
鄭

に

い

て〉
沼
ヤ

ー

'
j

/
十

ν
L
F
'

の
蹄

し
て
の

あ
ろ
う
か
Q

る
な
ら
ば
、
既
節
に

の
ル
別
に

じっ

こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、

0) 

る

し
か
し
、

(7) 

、

為

、

カ
カ

が
そ
れ
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、

に
於
け
る
大
締
と
し
て
捉
え
た

Q

仰
る
か
ら
、

守

道

、

ム
μ

す
な

マ
て
ので

い
う
姉
・
郊
で
あ

は
甫

仇
μ
ム
μ

ム
か
判

Jる
締
解
釈
を
一
部
す
か
ら
こ
そ
、
の
の
一
一
一
一
口
の

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
、
令

も
か
か
る
孔
子
の
一
…
誌
は
見
当
ら
ず
、
ま
た
、
郵
玄
の
注
釈
に
も
こ
の

明
文
は
な
い
。
王
粛
の
疑
義
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
孔
子
の
一
一
諮
問
は
、
主
潟
の
鄭
玄
批
判
の
一
部
に
、
鄭
玄

に
当
っ
て
依
拠
し
た
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ

( 27 ) 

て

で
の

のい
て
箆

は
推
測
し
た
い
。

こ
の
こ
と
に

に
当
っ
て
、

と
り
わ
け



こ
7ζ

の

ハ
時
)

し
て
い
る
。
そ
の

で

、

に

。〉

i以
あ i配
れ

そ

の
明
文
の
な
い
こ
と

し、

の

( 28 ) 

」ー

とは
刀、

ち
遠
祖
で
あ
り
、

で
あ
る
。

十

」

ミ

ミ

ド
h

カ
カ

山
口
立
日

千
刈
/
ぷ

4
1
一
i

そ
れ
で
は
何
故
に
南

は
以
下
の
如
く
い
う
。
后

神

の

跡

を

現
σ〉

こ
の
こ
と
に
就

い
て

は
鴻i
担].

稜
先は
ず始

犯
と
し
て

は
い
か
に
考
え
て
い
た

ぴ〉

tま

て

の

の
話
料
、
が
列
せ
ら
れ
て
い



(
日
仏
〉

る。

で
ふ
の
つ

こ
O

J

ミ

¥
J

、

中
九
円

1
L
4
μ
v豆、

同
化
す
る
こ

て
、
世
系
と
い
う
時
間
の
始
搬
に
間

体
化
す
る
の
で
あ
る
ο

か
く
し
て
、

は
、
仰
の
中
心
と
な
り
、
か
か
る
王
者
は

い
な
が
ら
に
し
て
世
界
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る

。

に

以

上

の

し
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
構
築
す
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
仮

し
て

イフ

に
触
れ
て
み
よ

て
い
る

}

Q

 

〉ム
V

H

0) る
。
升
中
の

と
解
釈
す

一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

他
な
ら
な
か
っ
た
り
特
に
後
漢
に

あ
つ
ら
し
く
、
例
え
ば

の
升
中
の
礼
が

い
て

( 29 ) 

る
。
ま
た
、

く神対
、が象

と
す
る

と

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

こ
と
は
な
か
っ

〕
周
知
の
如
く
、

で
あ
る
。

そ
し
て
終

ろ
で
き

の

の



結
が
封
禅
を
通
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
が
構
築
す
る

の
国
家
で
あ
り
、

で
み
め
っ

国し
、
立
つ
そ
れ
を
正
統
化
す
る

鄭
玄
と
し
て
は
同
席
趨
b

国
家

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

き
て
、
唱
え
る
所
の
か
か
る
関
丘
紹
天
の
具
体
的
な
祭
初
出

儀
礼
の
山
は
ど
う
か

h

は
殆
ど
説
明
し
な
い
。
今
、
鄭

玄

の

解

釈

に

革

、

づ

い

て

に

で

い

れ
を
概
述
し
て
み
よ
う
Q

の

た
通
り
、

丘
に
於
い
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
場
所

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
の

を
柴
上
に
置
き
、
そ
れ
を
焚
焼
し
て

す
な
わ
ち
諮
問
形
式
を
採
る
。

以
下
の
如
く
い
う
。

の
月
に

人
工
的
に

。
そ
し
て
、

せ
る
祭
紀
形

降
神
の
楽
が
あ
る
。
大

の
木
材
で
製
作
し

舞
を
舞
う
。
か
か

シ
」
。
合
仇

そ
れ

そ
し
て
、

す
る
に
当
っ
て
、
大
喪
を
服
し
、
載
嘉
一
す
る
の
で
あ
る
。

以
上

す
る

を

そ

の

る

形

で

す
る
の
が
大
宗
伯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

総
指
揮
を
執
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
明
文
が
な
い
も
の
の
、

伯
が
こ
の
捕
能
を
担
当
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
も
あ
れ
、
郵
玄
の
解
釈
に
依
拠
し
て
、
円
問
問
瀧
h

に
見
泌

さ
れ
る
関
丘
犯
天
を
再
現
す
れ
ば
、
右
の
如
く
な
る
が
、
そ
の

0

0

0

0

 

で
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
関
丘
泥
天
と
い
う
明

雄
』
だ
け
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
Q

そ
の
た
め
、

他
の
祭
紀
儀
礼
の
如
く
、

の
も
と
に
、

る
と

( 30 ) 

の

を
援
用
し
て

の
祭
泥
儀
礼
を
具
体
的
に

か
っ
た
に
違
い
な
い
。

火
の
宗
教
的
機
能
を
既
述
の
如
く
考

}r
」

L
」け

れ
ど
も
、

え
た
た
め
、

が
あ
っ
た
む

を
駆
使
し
ム

、
hv~
ー、

L

p
h
M
E
U
 

例
え
ば
、

L:J， 1二j、



と
あ
る
の
に
依
る

Q

こ
こ
に

及
び
問
時
迎
気
に
於
け
る

何
は
作

n

H

Y

J

い
河
川
司
抑
制

引
訓
告

H

U

?

l

E

〆

に
於
け
る
阿
川
の
受
命
帝
の
祭
柁
儀
礼
、
す
な
わ
ち
郊
天
と
し
て
解
釈

し

な

い

の

で

あ

る

。

費

八

こ

の

こ

と

に

就

い

て

以

下

の
如
き
推
測
を
試
み
る
ο

が
あ
る

Q

よ
っ
て
、

に

す

る

祭

犯

と

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
右
の
大
宗
佑
は
下
文
に

叶
皆
有
牧
幣
、
各
放
其
器
之
色
い
が
続
く
。
そ
こ
で
に
は

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

斗
ド

r
」

キ
z
h

、

i

l

 

い
る
と
し

は
合
致
し
な
い
。
か
く
し
て
、
郵
玄
は

し
て
認
定
し
、
そ
の
際
に
は
蒼
壌
を
用
い
る
と

と
い
う
の
で
あ
る
Q

し
か
し
、
も
と
も
と
大
宗
伯
で
い
う

以
下
は
、
鄭
玄
が
い
う
悶
丘
叩
天
等
で
は
な
か
っ
た
。
正

は
な
い
告
祭
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
証
は
孫
詰
譲
に
よ

っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭
去
は
右
の
如
く
解
釈
し
た
た
め
、
彼

は

も

う

一

つ

の

こ

と

と

な

っ

考
え
た
、

也
ハ
瑞
の

也
」
と
注
す

に
蒼
粧
品
を
用
い
る
と
断
定
し
た
か

戸
り
に

を
用
い
る
典
瑞
の
「
柁
天
」

は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
う
。
け
れ
ど

(
却
〉

判
者
の
指
摘
の
通
り
、
典

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ

し
て
解
す
る
の
が

り
も
尊
い
に
も
か

礼
に
、
郵
玄
に

で
あ
る
蒼
壌
を

と
し

も、
山

mvmキ
ホ

レ

F

I
J
》

七

、

、

ー

〈

〔
阿
川
〉

ば
、
郵
衆
の
解
釈
の
如
く

妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

か
わ
ら
ず
、
そ
の
笑
天
上

依
る
な
ら
ば
、
ぺ
間
走
脊
よ
り
も
下
位
の

用
い
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

皐
寛
す
る
に
、
締
と
し
て
の
関
丘
犯
天
を
円
周
繍
商
家
に
強
引

に
設
定
し
、
そ
の
設
定
に
当
っ
て
鄭
玄
独
自
な
天
神
体
系
た
る
六
天

説
を
絶
対
的
な
前
提
と
し
た
た
め
に
、
の
如
き
事
態
を
招
来
し
た

と
い
う
こ
と
、
が
で
き
よ
う
か
。

( 31 ) 

I豆

郊
天

の
南
郊
に
於
け
る
受
命
帝
i

鄭
玄
に
依
れ
ば
、
そ
れ

対
す
る
祭
舵
犠
礼
、
す
な
わ
ち
郊
天
も
締
と
称
謂
さ
れ
る
こ

(
担
〉

と
は
、
鄭
玄
に
於
い
て
は
、
円
環
記
』
「
大
侍
」
等
に
「
盟
、
不
王
不

一
前
其
租
之
所
白
出
、
以
其
租
配
」
乙
」
と
あ
る
通
り
で
あ
つ

は
こ
れ
を
以
下
の
如
く
解
釈
す
る
の
で
あ
る

Q

櫛
は
大
祭

の
始
祖
を
配
享
し
て
、
始
祖
の
出
た
所
を
祭
柁
す
る

で
占
め
る
。



そ
し
て
、
始
祖
の
出
た
一
所

枢
組
・
自
帝
白
招
拒
・
黒

で
あ
る
。
凡
て
の
王
者
の

(
岱
)

た
も
の
で
あ
る
。

始
祖
は
か
か
る

就
い
て
言
〉

稜
で
あ
る
。

感
生
し
た
の
が
活

に
於
け
る
郊
天
は
、
后
稜

る
祭
杷
儀
礼
と
な
る
の
で
あ
る
。

に

の

つ

と

に

対

し

て

、

の
見
解

た
も
0) 

と
いし

のうか
27  -，.. 1 
71守」レ

教 と 、 の
的がこと
機でうし
能きし
を よ た
、う批

。手1

と

い

う

に

拙

い

人
は
組
先
か
ら
出
づ
る
も
の
で
あ

り
、
か
く
天
と
提
先
法
大
本
で
あ
る
か
ら
、
祖
先
を
天
に
配
享
ず
る

の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
郊
一
大
を
行
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
府
開
玄
が
右
の
「
郊
特
牲
」
の
前
半
に
「
一
一
一
一
口
供
本
可
以
配
」
と
注

す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
祭
天
に
祖
先
を
配
享
す
る
と
い

う
思
想
は
、
鄭
玄
以
前
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

Q

「
大
偉
い
に
い
う
所
の
「
其
範
之
所
白
出
」
を
天
と
解
し
、
締
と

(
招
)

し
て
の
郊
天
を
最
初
に
提
出
し
た
の
は
章
玄
成
で
あ
る
。
し
か
し
、

意
玄
成
は
そ
の
天
の
内
容
に
就
い
て
は
何
も
説
明
し
な
い
。
最
初
に

天
を
大
徴
五
帝
と
し
て
、
経
書
解
釈
に
兵
示
し
た
の
が
鄭
玄
で
あ
っ

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
案
文
成
が
い
う
天
も
神
格
化
さ
れ
て
い
る

が
、
郵
玄
が
そ
れ
を
大
微
五
帝
と
し
て
解
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
よ

り
具
体
的
な
神
性
、
か
附
与
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
対
象
と
す

、
特
定
の
宗
教
的
機
能
を
有
す
る
祭
配
儀
礼
と
な
る
の
で

郊

天

を

過

し

て

、

の

う

ち

の

ど

れ

か

一

つ

を

受

( 32 ) 

あ
'? 

0) 

す
る
で
あ
ろ

。

〉

勺

/

の
克i

し
、
そ
れ
に

の



の

ザ〉

ま付

け

ら

れ

る

の

が

始

却

に

い

。

始

祉

の

い
て
い
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
始
祖

よ
り
実
体
的
・
日
常
的
に
王
者
を
護

し
よ
う
。
か
く
し
て
、
そ
の
恕
寵
・

祖
を
祭
・
叫
儀
礼
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

に
か
か
る
郊
天
を
示
し
た
こ
と
は
、
吋

の
祭
柁
儀
礼
を
設
定
し
た
と
い
っ
て

る
だ
け
に
、

つ
く
こ
と
が
多
く
、

は
祖
先
神
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

い

る

の

で

あ

る

。

つ。

し
て
提
出

と
は
い
え
、
そ
の
始
祖
を
想
定

ぴ〉

θ〉

と

し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に

(
m
w〉

い
の
で
あ
る
。

て
構
想
さ

か

ら

、

ら

、

そ

の

受

命

帝

た

る

始
祖
た
る
后
稜
を
対
象
と
す
る
郊
天
が
、
鄭
玄
に
よ

た
の
で
あ
る
心
し
か
し
、
宿
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。
郵
玄
の
一
犬
神
体
系
、
す
な
わ
ち
六
天
説
に
於
い
て

は
、
蒼
帝
霊
威
仰
は
向
日
大
天
上
帝
の
下
属
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

炎
天
上
帝
に
結
び
つ
い
て
、
そ
の
神
的
属
性
に
制
約
さ
れ
る
も
の

だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
郊
天
を
主
宰
す
る
王
者
は
、
こ
の
祭
杷
儀

礼

を

通

し

て

も

、

開

化

す

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

よ

う

為。方
も
と
も
と
、

れ

。〉

( 33 ) 

か
か
る
郊
天
は

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
体
に
い
か
に
兵
一
部
さ
れ
て
い

さ
て
、

の

し
て
、

の
帝
と

は

か

か

る

一

貫

し

ら

な

か

解

し

、

或

い

は

笑

た

り

す

こ
こ
で
問
題
と
す
る
受
命
帝
に
就
い
て
は
、
後
で
触

あ
ら
か
た
五
帝
に
包
括
さ
れ
て
説
明
さ
れ
る
が
、
天
・

上
帝
と
し
て
解
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
に
受
命
帝
を
相

当
さ
せ
た
り
も
す
る
。
天
を
受
命
帝
と
し
て
解
す
る
例
は
、

ーし
V

〉
内
ノ

C

つる
。
乙
で
し
て
、

れ
る
如
く
、

に
み



。
。

以
悶
天
、
放
上
一
帝
」
で
あ
り
、
鄭
文
は
郊

邸
い
の
五
器
を
使
用
す
る
、
と
考
え
て
い

帝
と
す
る
例
は
、
大
可
楽
の
「
乃
奏
黄

0

0

0

 

以
配
天
紳
」
で
あ
り
、
鄭
玄
は
「
主
者
叉

柁
其
所
受
命
之
一
市
於
甫
郊
、
傘
之
也
」
と
在
し
て
い

閥
丘
叩
天
に
於
け
る
楽
と
異
な
る
か
ら
、
か
く
解
釈

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
郊
天
に
は
黄
錐
を
奏
し
、
大
島
を
歌
い
、
そ
し

て
禁
門
を
舞
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
郊
天
は
夏
正
建
寅
の
月
に
行
わ

れ
た
が
、
そ
の
明
文
は
」
の
ア
バ
之
祭
也
、
組
長
自
之
歪

に

c
れ
て
い
る
、
は
考
え
た
よ
う
で
あ
り
、
彼
は

一
一
一
五
之
郊
、

金者る天た
、。に典

ま於瑞
いの
て
t土

る。

と
注
す
る
。
先
ず
以
て

の
月
を
こ
の
「
郊
特
牲
」
と
、
そ
し
て
「
易
緯
」
に
よ
っ
て
、

建
寅
の
月
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
ο

鄭
玄

に
説
明
を
続
け
る
。
変
正
建
資
の
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
確
か

、
こ
の
月
の
い
つ
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
翌
月
の
建

卯
の
月
に
歪
っ
て
、
昼
夜
は
分
か
れ
、
貯
は
漸
次
長
く
な
る
。
か
か

る
建
卯
の
月
に
近
い
所
で
郊
天
を
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
郊
特
性
い
の
吋
漣
一
長
日
之
苧
一
也
い
に
対
す
る
鄭
玄
の
解
釈
で
あ
る
の

と
も
あ
れ
、
関
丘
紀
夫
は
冬
至
建
予
の
月
、
郊
天
は
一
度
正
建
寅
の
月

に
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
こ
と
は
削
祭
の
共
通
す

る
所
で
あ
っ
た
。
関
丘
詑
天
と
郊
天
は
と
も
に
祭
日
の
吉
凶
を
占
問

す
る
の
で
あ
る
。
「
郊
特
牲
」
に
「
ト
郊
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
天
官
」

0

0

0

0

0

0

0

 

大
宰
の
「
配
五
一
帝
、
:
:
:
前
期
十
日
、
帥
執
事
市
ト
自
。
:
:
:
肥
大

0

0

0

0

0

 

紳
示
、
亦
如
之
」
に
鄭
玄
は
注
自
し
、
一
大
紳
一
部
謂
天
地
」
と
注
す

る
。
冬
至
の
麗
丘
肥
天
と
夏
至
の
方
丘
紀
地
が
「
詑
大
神
一
亦
」
で
あ

る
と
い
う
。
?
な
わ
ち
、
(
泥
五
一
帝
」
と
同
様
に
関
丘
初

日
の
吉
凶
を
占
問
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

の

大

宰

の

に

就

い

て

、

鄭

玄

は

四
郊
及
閥
的
裳
」
在
し
て
お
り
、
四
時
迎
気
に
於
い
て
行
わ
れ
る
四

郊
の
五
帝
の
祭
泥
儀
礼
と
、
明
堂
総
事
と
を
、
「
配
五
一
帝
」
と
し
て

解
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
や
こ
れ
は
、
郊
天
を
も
包
括
し
て
か

く
註
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

郊
天
は
四
郊
の
一
つ
で
あ
る
荷

郊
で
行
わ
れ
、
五
帝
の
一
つ
で
あ
る
蒼
帝
霊
威
仰
を
祭
犯
対
象
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
事
で
い
う
「
舵
五
一
帝
い
云
去
は

郊
天
も
含
ん
で
の
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
際
、
ト
日
す
る
明
文
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
郊
天
の
祭
柁
儀
礼
内
容

は
、
四
時
迎
気
・
明
川
県
総
事
に
於
け
る
そ
れ
と
問
じ
で
あ
る
、
と
鄭

玄
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鄭
玄
が
吋
照
雄
h

を
か
く
読
ん
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
叫
同
期
鵡
h

に
一
所
さ
れ
る
郊
天
の
祭
問
儀
礼
内
容
は

以
下
の
如
き
も
の
が
追
加
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
の
礼
に
の
っ
と

h

ソ

、

、

、
3
h
v
 

と
こ
ろ
で
、
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軍
部
・



大
諜
を
服
し
も
戴
議
す
る
こ
と
は

そ
し
て
、
こ
の
祭
記
執
行
の
者
は
大
宗

伯
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
の
は
小
宗
伯
。
ま
た
、
内
に
は
そ
の

明

文

が

な

い

が

、

郊

夫

が

る

の

は

南

郊

に

ん

陵

で

あ

り

、

そ

れ

は

自

然

の

も

の

り

、

の
、
も
の
、

鄭
玄
が
解
す
る
郊
天
に
は
、
注
河
川
す
べ
き
祭
組
儀
礼
内
容

郊
天
の
主
神
は
蒼
帝
霊
威
仰
で
あ
る
が
、
他
の
間
帝
も
従

る
、
と
鄭
玄
は
考
え
る
。
前
掲
の
「
郊
特
牲
」
の
下
文
に
あ

る
報
天
い
に
「
大
猶
縞
也
い
と
法
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
四
帝
は
、
受
命
帝
た
る
蒼
帝
霊
威
仰
と
当
然
そ
の
尊

な
閉
じ
く
し
な
い
ο
従
っ
て
、
四
帝
を
郊
天
に
従
記
す
る
と
の
想
定

は
、
今
ま
で
述
べ
た
剣
玄
の
祭
天
思
想
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
等

閑
視
で
き
な
い
。
周
知
の
如
く
、
五
帝
説
は
五
徳
終
始
説
に
の
っ
と

る
王
朝
交
替
を
合
理
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
革
命
思
想
を
そ
の
本
質

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
常
一
に
於
け
る
五
帝
総
享
と
異
な
っ
て
、

周
の
受
命
し
常
た
る
斎
滑
霊
威
仰
の
み
を
組
れ
ば
、
既
述
し
た
郊
一
天
の

宗
教
的
機
能
は
十
分
に
果
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
悶
帝
を
従
犯
す
る
と
い
う
ο

こ

の

鄭

玄

の

い

て

は
、
以
下
の
如
く
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か

Q

の

て
お
こ
う
。

き
て
、

い
添
え

t土

仰
に
閥
帝
を
下
問
腕
さ
せ
る
祭
柁
形
体
を
郊
天
に
於
い
て
と
ら
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
王
朝
に
も
交
番
さ
れ
な
い
吋
周
躍
b

国
家

の
絶
対
性
・
永
遠
一
一
性
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
一
と
し
た
の
で
あ

る
、
と
。
か
く
し
て
、
郷
文
に
於
い
て
は
、
の
革
命
的
本
質

が
剥
落
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

日f

結
語

鄭

玄

が

構

築

し

た

に

於

け

る

関

丘

紀

夫

と

郊

天

の

宗
教
約
機
能
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

町
周
鵡
』
閤
家
の
王
者
は
神
聖
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
有
限
性
・
時

間
性
を
超
越
し
た
、
無
限
的
な
時
間
に
存
在
す
る
最
高
神
た
る
笑
天

上
帝
と
の
、
そ
の
祭
肥
儀
礼
で
あ
る
関
丘
紀
天
を
通
し
て
の
同
化
に

よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
間
化
こ
そ
が
、
宇
宙
の
中
心
と
し

て
の
王
者
の
核
心
で
あ
る
。
か
か
る
王
者
が
支
配
す
る
『
周
捜
』
国

家
は
、
も
は
や
周
の
国
家
像
の
再
現
で
は
な
く
、
王
者
と
同
じ
よ
う

に
神
聖
な
る
不
動
の
世
界
秩
序
と
な
り
得
る
の
で
あ
る

Q

郊
天
に
就

い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
超
歴
史
的
な
属
性
を
有
す
る
笑
天
上

帝
と
は
異
な
る
、
周
と
い
う
時
間
性
を
有
す
る
受
命
帝
蒼
帝
霊
威
仰

と
始
祖
后
稜
を
祭
記
対
象
と
す
る
た
め
に
、
『
周
樫
』
国
家
の
位
置

と
存
続
を
有
限
的
に
保
証
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

支
配
の
正
統
性
を
歴
史
的
に
弁
証
す
る
と
と
も
に
、
蒼
帝
霊
威
仰
・
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或
い
は
被
先
神
と
同
定
さ
れ
も
す
る
こ
と
か
ら
、
王

々
と
の
関
連
を
根
拠
と
し
て
、
郊
天
は
神
々
の
絶
対

思
議
・
加
殺
を
祈
念
す
る
信
仰
と
儀
礼
と
な
り
、
ま

て
の
権
威
と
地
伎
の
相
続
の
正
統
性
を
合
理
化
す
る

の
で
あ
る
ο

け
れ
ど
も
、
郊
天
の

た、威
仰
は
、

1
J
 

fν 

っ。

に
超
時
間
性
を
附
与
す
る
祭
柁
儀
礼
と
し

る。

し

こ
と
が
可
能
な

の
郷
玄
が
以
上
の
如
く
関
丘
周
一
大
・
郊
天
を
解
し
た
こ
と
に
よ
っ

て

、

彼

が

構

想

す

る

悶

家

は

、

有
す
る
国
家
形
体
た

と
こ
ろ
で
、

の

で
あ
ろ
う
。

の
締
に
就
い
て
は
、

、
っ
、
白
川
九

f
t

ノ
平
ト

そ
れ
を

の
純
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
ο

こ
れ
に

が
吋
魯
鵡
締
…
附
議
h

で
あ
っ
た
ζ

と
は
、
筆
者
が
既
に
論
じ

〈

初

〉

で
あ
る
む
と
こ
ろ
が
、
関
斤
一
組
天
と
郊
天
に
就
い
て
は
、
宗

の
蹄
と
同
じ
方
法
を
採
用
し
て
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
郷
玄
は
以
下
の
如
く
考
え
る
。
に
は
閤
丘
紹
天
は
な
い
G

郊

は

あ

り

、

勿

論

、

の

主

神

と

す

る

が

、

そ

の

挙

の

の

て

は

魯

礼

こ
の

を
引
伸
拡
大
解
釈
し
て
関
内
示
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
と

も
あ
れ
、
そ
の
月
は
同
じ
く
し
な
い
が
、
郊
天
が
魯
に
許
さ
れ
て
い

た
と
し
、
ま
時
酬
の
締
を
魯
の
そ
れ
か
ら
再
現
で
き
る
と
の
鄭
玄

周
公
旦
を
始
祖
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か

王
者
の
み
が
独
占
的
に
主
宰
す
る
祭
記
儀
礼
で
あ

の
み
を
神
化
す
る
表
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

り
、
そ
れ
は

注(
1
〉

問

問

穂

』

に

於

い

同

期

躍

』

国

家

と

す

る

。

拙
稿
「
鄭
玄
の
コ
早
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
と
ご
同
耀
』
国

家
(
山
口
側
一
読
九
一
一
以
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈

2
〉
郊
天
を
諦
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
に
就
い
て
は
、
直
節
を
参
照
の
こ

と
。
四
時
迎
気
・
間
賞
総
事
を
諦
と
す
る
こ
と
に
就
い
て
は
孫
詰
譲
明
間

捜
正
義
』
(
献
例
)
参
照
。

〈

3
〉
鄭
玄
の
六
一
大
説
の
概
括
的
な
説
明
に
孫
星
術
ヱ
ハ
天
及
感
性
~
一
帝
排
」

間
)
が
あ
る
。

近
人
の
批
判
の
代
表
を
墾
け
る
と
、
顕
協
附
削
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英
夫
上
帝
、
冬
山
ぷ
於
鰯
丘
所
開
天
皇
大
帝
。

皇
天
、
北
成
機
嫌
費
、
冬
叩

間
協
同
研
作
叩
「
抑
仰
天
」
に
「
錦
、



ハ
9
〉
悶
み
に
い
え
ば
、
「
祭
法
」
の
郊
は
国
節
で
論
ず
る
郊
天
で
あ
り
、

州
似

p

京
は
明
蛍
総
事
で
あ
る
。

(
叩
)
以
上
の
郷
玄
の
一
法
は
「
此
一
…
…
者
、
皆
蹄
大
祭
也
。
一
大
…
料
、
別
主
北

…
…
訳
、
地
示
、
郎
主
山
見
出
、
人
山
地
、
期
中
川
市
税
心
:
:
:
祭
法
日
、
間
人
締
駒
山

市
郊
税
、
調
此
祭
天
樹
正
一
以

mw配
之
」
で
あ
る
。

(
日
〉
質
公
彦
判
期
間
法
疏
b

(
駄
目
参
照
。

i

v

i

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ハ
辺
〉
玄
説
闘
民
祭
天
肥
大
者
、
仲
尼
常
稿
、
背
者
間
公
締
組
密
閉
丘
以

船
山
。
今
亡
此
一
刊
一
一
問
。
知
締
配
闘
丘
非
也
白
(
州
印
刷
持
獄
)

(
日
〉
前
州
側
、
拙
稿
「
郷
玄
の
コ
日
お
稽
古
一
帝
品
川
冗
』
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
と

吋間川純
h

悶
家
い
を
参
照
の
こ
と
。

(
け
け
〉
工
心
掛
叶
礎
控
論
h

に
叶
鄭
玄
以
祭
法
締
官
民
一
帝
及
犠
潟
配
関
丘
之
組
。

祭
法
説
締
無
闘
JK
之
名
、
間
官
斜
配
不
名
筋
論
、
問
地
締
非
開
正
之
祭
也
。

文
師
以
祭
法
蹄
問
問
川
筋
闘
丘
、
又
大
体
王
者
締
其
組
之
所
白
出
、
一
間
玄
文
施

み
/
~
於
郊
祭
后
穂
、
是
乱
穂
之
名
賢
也
。
按
爾
雅
去
、
締
、
大
祭
也
。
棒
、

又
祭
也
。
背
祭
来
納
之
名
、
則
締
是
正
年
大
祭
先
組
、
非
関
丘
及
郊
也
0

・1
又
詩
想
文
、
后
稜
配
天
之
閣
制
、
無
一
帝
器
配
関
丘
之
文
。
知
郊
期
関

丘
、
関
丘
刑
郊
」
(
山
川
一
問
特
)
と
あ
る

Q

ハ
日
〉
(
四
〉
と
同
じ
。

ハM
W

〉
後
で
本
文
で
も
引
き
論
ず
る
こ
と
と
な
る
が
、
制
え
ば
吋
捜
部
出
「
大

時
」
の
「
穂
、
不
王
不
締
。
王
者
櫛
其
租
之
所
r
は
出
、
以
其
租
記
之
」
に

「
凡
大
祭
日
捕
。

一
帝
也
」
が
そ
う
で
あ
る
。

(

η

)

以
上
の
吋
孝
縦
h

「
慰
一
治
一
平
」
の
本
文
は
「
李
英
大
於
鍛
父
、
般
父

葉
大
於
配
夫
。
則
間
公
其
人
也
。
背
周
公
郊
柁
后
稜
以
配
天
、
宗
紀
文
王

於
明
常
…
以
記
上
一
一
恰
」
で
あ
る
。

〈
時
)
以
上
の
推
測
は
、
孫
治
誠
司
肉
離
正
義
い
(
駄
一
川
)
参
照
。

(
川
口
)
鄭
玄
吋
六
鉱
山
論
n

知
に
「
孔
子
以
六
諜
題
目
不
問
、
指
意
殊
加
、
恐
遊

離
散
、
後
枇
英
知
根
源
。
故
作
業
帰
結
以
総
脅
之
」
(
桝
怖
)
と
あ
る
。

(
初
〉
縄
文
の
豆
十
絞
法
h

の
存
在
は
疑
わ
し
い
。
宋
均
が
叶
我
先
師
北
海

鄭
…
一
円
農
、
春
歌
挙
結
、
唯
有
評
論
」
(
儲
胎
糊
一
例
批
)
と
い
う
が
如
く
、
郵
玄

は
同
点
ヂ
総
』
に
関
す
る
評
論
だ
け
を
著
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
就
い
て
は
後
日
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

〈
幻
)
以
上
の
后
稜
の
出
生
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
鄭
玄
の
感
生
帝
説
に
就

い
て
」
(
ヨ

mh)
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
〉
以
融
問
記
長
天
上
一
晴
、
以
寅
柴
記
自
月
忠
一
辰
、
以
棟
僚
記
可
中
可
命

関
ぃ
帥
雨
脚
。
一
五
一
広
。

ハ幻
)

(

8

〉
に
挙
げ
た
内
細
胞
記
』
「
祭
法
」
に
こ
の
こ
と
が
一
訴
さ
れ
、
鄭
玄

は
詳
細
な
註
釈
を
こ
れ
に
施
し
て
い
る
。

(
斜
〉
王
者
易
投
而
起
、
必
升
封
泰
山
何
。
報
告
之
義
也
。
始
受
命
之
日
、

改
一
制
陸
夫
。
天
下
太
平
功
成
、
封
稗
以
告
太
平
也
。
所
以
必
於
泰
山
何
。

煩
其
類
也
。
故
升
封
者
、
増
高
塩
。
下
蒋
梁
甫
之
基
、

「
礼
)
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〈訂〉
ハ
部
)稿具

示
し
た
。

ハ
加
)
「
郊
特
に
故
謂
之
郊
。
牲
用
僻
向
赤
也
、

と
あ
り
、
「
」
に
「
熔
柴
於
泰
壇
、
祭
天
也
。
:
:
:
用
酔
犠
」
と
あ

る
。
泰
壌
で
行
う
祭
天
は
郊
天
に
他
な
ら
な
い
。

ハ
加
〉
例
え
ば
、
金
鵠
吋
求
古
錬
機
識
で
孫
諮
議
宮
周
檀
正
義
』
が
指
摘

す
る
。

ハ
出
〉
血
ハ
硝
控
に
「
解
司
農
一
五
、
:
;
:
上
一
帝
、
玄
天
塩
」
と
あ
る
。

ハ
出
〉
「
喪
服
小
記
」
に
も
「
王
者
締
其
租
之
所
自
出
、
以
其
認
配
之
」
と

あ
る
。

〈
出
〉
(
時
〉
を
参
照
の
こ
と
。

(は〉

(

M

)

と
同
じ
。

ハ
部
〉
額
損
糊
「
一
土
織
的
宏
一
帝
競
及
其
斡
於
郵
玄
的
感
生
設
興
六
天

ハ
加
)

鄭
玄
の
経
書
解
釈
に
於
け
る
形
式
的
な
論
理
操
作
の
具
体
例
は
、
拙

の

構

造

と

そ

の

意

義

」

に

〈釘〉

天
地
者
、
高
物
之
本
、
先
祖
之
所
出
也
。

〈
持
〉
祭
義
日
も
王
者
締
其
組
自
出
、
以
其
租
配
之
、

命
市
玉
、
祭
天
以
其
租
配
、
商
不
骨
府
立
廟
、
親
輩
。

(
泊

ν

祖
先
山
口
市
拝
犠
礼
の
か
か
る
宗
教
的
機
能
は
、
特
に
宗
廟
の
締
に
於
い

て
具
体
化
さ
れ
る
。
前
掲
、
拙
稿
「
鄭
玄
の
円
魯
穣
諦
給
義
』
の
構
造
と

そ
の
意
義
」
を
参
照
の
こ
と
。

ハ
却
)
(
拘
〉
と
同
じ
。

(
4
v

例
え
ば
、
「
郊
特
牲
」
控
に
「
魯
以
無
多
歪
祭
天
於
関
丘
之
事
。
是

以
建
子
之
月
郊
天
一
」
と
あ
る
。

M
m
w

∞N
・N
'
h肝

〈
香
川
大
学
教
育
学
部
〉
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